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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第104期

第３四半期
連結累計期間

第105期
第３四半期
連結累計期間

第104期

会計期間
自　2021年 4月 1日
至　2021年12月31日

自　2022年 4月 1日
至　2022年12月31日

自　2021年 4月 1日
至　2022年 3月31日

売上高 （百万円） 154,817 163,202 219,617

経常利益 （百万円） 7,698 5,077 13,394

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益又は

親会社株主に帰属する

四半期純損失（△）

（百万円） 5,403 △6,453 8,283

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 6,182 △5,996 9,130

純資産額 （百万円） 123,649 118,095 126,596

総資産額 （百万円） 283,649 290,602 301,599

１株当たり四半期（当期）純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）
（円） 289.13 △345.25 443.23

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 43.6 40.6 42.0

 

回次
第104期

第３四半期
連結会計期間

第105期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2021年10月 1日
至　2021年12月31日

自　2022年10月 1日
至　2022年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 127.22 36.38

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。また、主要な関係会社についても異動はない。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

　なお、重要事象等は存在していない。

　また、文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもの

である。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当第３四半期における当社グループの財政状態及び経営成績（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並び

に経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりである。

　なお、文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもの

である。

 

(1）経営成績

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、ウィズコロナの下で社会経済活動の正常化が進む中、各種政

策の効果もあって、緩やかに持ち直しの動きが続いた。建設業界においては、公共投資は底堅い動きで推移し、民

間設備投資は持ち直しの動きがみられた。

　先行きについては、ロシアによるウクライナ侵攻や、世界的な金融引締め等が続く中で、原材料価格の高騰や、

供給面での制約、急激な為替変動など、景気の下振れリスクが顕在化しており、受注環境に与える影響について引

き続き注視していく必要がある。

　こうした環境下において、当社グループは、中期経営計画2022（2020年度～2022年度）の目標達成に向け、①事

業拡大と基盤強化、②収益力向上に向けた競争力の強化、③人材の育成強化、④企業風土改革の推進の４つの重点

方針を掲げ、グループ一体となって推進した。

　当第３四半期連結累計期間の売上高については、屋内線工事など一般得意先向けの工事が堅調に推移し増収と

なったが、利益面については、工事採算性の低下により営業利益・経常利益は減益となった。また、太陽光発電事

業に係る固定資産の減損損失等（11,490百万円）を特別損失に計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期

純損益は6,453百万円の損失となった。

 

〔連結業績〕 売上高 163,202百万円 （前年同期比 5.4％増）

 営業利益 6,060百万円 （前年同期比 26.8％減）

 経常利益 5,077百万円 （前年同期比 34.0％減）

 
親会社株主に帰属する

四半期純損失（△）
△6,453百万円  

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりである。

〔設備工事業〕

　設備工事業は、屋内線工事など一般得意先向けの工事が堅調に推移し増収となったが、工事採算性の低下によ

り、売上高149,922百万円（前年同期比5.0％増）、セグメント利益（営業利益）7,234百万円（前年同期比22.5％

減）となった。

〔エネルギー事業〕

　エネルギー事業は、太陽光発電事業の売電収入が増加したことなどにより、売上高9,897百万円（前年同期比

13.6％増）、セグメント利益（営業利益）2,976百万円（前年同期比12.6％増）となった。

〔その他〕

　その他の事業は、売上高6,172百万円（前年同期比0.6％増）、セグメント利益（営業利益）266百万円（前年同

期比36.0％減）となった。
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(2）財政状態

　当社グループの財政状態については、総資産は290,602百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,996百万円の

減少となった。これは、流動資産においては未成工事支出金の増加（2,162百万円）など、固定資産においては有

形固定資産の減少（13,034百万円）などによるものである。

　負債は172,507百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,495百万円の減少となった。これは、流動負債において

は支払手形・工事未払金等の減少（3,173百万円）、短期借入金の増加（4,900百万円）など、固定負債においては

リース債務の減少（4,395百万円）などによるものである。

　純資産は118,095百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,501百万円の減少となった。これは、利益剰余金の減

少（8,976百万円）などによるものである。

 

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループの会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に重要な変更

はない。

 

(4）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針等に重要な変更はない。

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題に重要な変更はない。

 

(6）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費は360百万円である。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

 

(7）経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しいものがある。したがって、経営成績に重要な影響を与え

る主な要因としては、

①　市場価格等の下落による配電線工事の取引価格の低下

②　建設市場の縮小による工事量の減少

③　労務費及び材料費の大幅な変動

④　得意先の倒産等による不良債権の発生

などがあるが、的確なリスク管理と迅速な対応を図っていく。

 

(8）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの運転資金需要のうち主なものは、設備工事業における材料費、外注費、販売費及び一般管理費等

の営業費用である。また、投資を目的とした資金需要のうち主なものは、設備工事業における当社事業場の新築に

よるものである。

　運転資金は、主として営業活動によって得られた自己資金を充当し、必要に応じて金融機関からの借入れにより

資金調達を実施している。長期資金は、営業活動によって得られた自己資金を充当するほか、金融機関からの借入

れ、社債発行及びファイナンス・リース等による資金調達を実施しており、多様な調達手段の確保及び返済期日の

分散化に努めている。なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債（社債、借入金及びリース債務）

は、98,868百万円となっている。また、新型コロナウイルス感染症のキャッシュ・フローに対する影響を注視し、

追加的な資金需要が生じた場合は必要に応じて資金調達を実施する方針である。

　営業活動によって得られた資金は、上記のとおり、運転資金や長期資金に充当するほか、連結配当性向30％を目

処に株主還元することとしている。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2023年 2月 8日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 19,329,990 19,329,990

名古屋証券取引所

（プレミア市場）

東京証券取引所

（プライム市場）

単元株式数　100株

計 19,329,990 19,329,990 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項なし。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項なし。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2022年10月 1日～

2022年12月31日
－ 19,329,990 － 7,680 － 6,831

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項なし。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載す

ることができないため、直前の基準日である2022年9月30日の株主名簿により記載している。

①【発行済株式】

    2022年 9月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 635,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 18,624,000 186,240 －

単元未満株式 普通株式 70,690 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  19,329,990 － －

総株主の議決権  － 186,240 －

（注）１　「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式である。

２　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

400株（議決権4個）及び20株含まれている。

３　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式34株が含まれている。

 

②【自己株式等】

    2022年 9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

（自己保有株式）

株式会社トーエネック
名古屋市中区栄１－20－31 635,300 － 635,300 3.28

計 － 635,300 － 635,300 3.28

 

２【役員の状況】

　該当事項なし。
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第４【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第

64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（1949年建設省令第14号）に準じて記載している。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年10月1日から2022年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年4月1日から2022年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2022年 3月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金預金 29,015 28,247

預け金 1,500 1,500

受取手形・完成工事未収入金等 69,521 ※１ 67,964

未成工事支出金 6,577 8,739

材料貯蔵品 3,177 3,307

商品 111 95

その他 3,458 8,405

貸倒引当金 △90 △1,652

流動資産合計 113,270 116,608

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 58,341 58,208

機械、運搬具及び工具器具備品 113,655 115,380

土地 31,633 31,807

建設仮勘定 9,634 344

減価償却累計額 △67,373 △72,882

有形固定資産合計 145,891 132,857

無形固定資産   

のれん 1,253 1,018

その他 2,793 3,062

無形固定資産合計 4,047 4,081

投資その他の資産   

投資有価証券 28,877 28,164

繰延税金資産 4,868 5,562

その他 6,511 3,619

貸倒引当金 △1,869 △293

投資その他の資産合計 38,389 37,054

固定資産合計 188,328 173,993

資産合計 301,599 290,602
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2022年 3月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年12月31日）

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 39,531 36,358

短期借入金 4,182 9,082

未払費用 7,351 5,054

未払法人税等 1,852 350

未成工事受入金 2,533 3,226

工事損失引当金 247 608

リース解約損失引当金 － 1,485

その他 9,006 11,457

流動負債合計 64,704 67,623

固定負債   

社債 8,400 8,400

長期借入金 23,463 22,651

リース債務 55,463 51,067

退職給付に係る負債 18,662 17,577

資産除去債務 3,801 4,682

その他 506 503

固定負債合計 110,298 104,883

負債合計 175,002 172,507

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,680 7,680

資本剰余金 6,840 6,848

利益剰余金 105,381 96,405

自己株式 △1,548 △1,536

株主資本合計 118,354 109,397

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,689 7,216

為替換算調整勘定 206 917

退職給付に係る調整累計額 320 527

その他の包括利益累計額合計 8,216 8,661

非支配株主持分 26 36

純資産合計 126,596 118,095

負債純資産合計 301,599 290,602
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年 4月 1日
至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年 4月 1日
至　2022年12月31日）

売上高 154,817 163,202

売上原価 131,253 140,879

売上総利益 23,564 22,323

販売費及び一般管理費 15,282 16,263

営業利益 8,281 6,060

営業外収益   

受取利息 95 49

受取配当金 324 403

受取地代家賃 132 145

持分法による投資利益 449 －

その他 105 157

営業外収益合計 1,107 755

営業外費用   

支払利息 1,543 1,614

シンジケートローン手数料 20 －

持分法による投資損失 － 11

その他 125 112

営業外費用合計 1,690 1,738

経常利益 7,698 5,077

特別利益   

固定資産売却益 904 12

貸倒引当金戻入額 1 0

投資有価証券売却益 － 106

特別利益合計 905 118

特別損失   

固定資産除売却損 44 128

減損損失 － ※１ 10,004

投資有価証券評価損 5 0

リース解約損 610 －

リース解約損失引当金繰入額 － 1,485

特別損失合計 659 11,618

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）
7,944 △6,422

法人税等 2,534 25

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,410 △6,447

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 5

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
5,403 △6,453
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年 4月 1日
至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年 4月 1日
至　2022年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,410 △6,447

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 324 △476

為替換算調整勘定 142 348

退職給付に係る調整額 335 215

持分法適用会社に対する持分相当額 △30 362

その他の包括利益合計 772 450

四半期包括利益 6,182 △5,996

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,174 △6,008

非支配株主に係る四半期包括利益 8 11
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法による。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当第３四半期連結会計期

間末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が当第３四半期連結会計期間末日残高に含まれてい

る。

 
前連結会計年度

（2022年 3月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年12月31日）

受取手形 ― 567百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　減損損失

前第３四半期連結累計期間（自　2021年 4月 1日　至　2021年12月31日）

該当事項なし。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2022年 4月 1日　至　2022年12月31日）

　当社が計画している太陽光発電事業に係る固定資産（建設仮勘定等）について、事業の見通しが不透明とな

り、当初想定していた収益が見込めなくなったため、減損損失を認識している。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと

おりである。

 
　前第３四半期連結累計期間

（自　2021年 4月 1日
　　至　2021年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2022年 4月 1日

　　至　2022年12月31日）

減価償却費 6,584百万円 7,376百万円

のれんの償却額 235 235 

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2021年 4月 1日　至　2021年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年 6月25日

定時株主総会
普通株式 1,588 85 2021年 3月31日 2021年 6月28日 利益剰余金

2021年10月28日

取締役会
普通株式 841 45 2021年 9月30日 2021年11月30日 利益剰余金
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当第３四半期連結累計期間（自　2022年 4月 1日　至　2022年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年 6月28日

定時株主総会
普通株式 1,682 90 2022年 3月31日 2022年 6月29日 利益剰余金

2022年10月28日

取締役会
普通株式 841 45 2022年 9月30日 2022年11月30日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2021年 4月 1日　至　2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

 設備工事業
エネルギー

事業
計

売上高        

外部顧客への売上高 142,716 8,715 151,432 3,385 154,817 － 154,817

セグメント間の内部

売上高又は振替高
21 － 21 2,751 2,772 △2,772 －

 計 142,737 8,715 151,453 6,137 157,590 △2,772 154,817

セグメント利益 9,338 2,643 11,982 415 12,398 △4,116 8,281

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品販売、賃貸リース、損害保

険代理業等を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額△4,116百万円には、セグメント間取引消去90百万円及び報告セグメントに配分し

ていない全社費用△4,207百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない四半期連

結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般管理費である。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。
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当第３四半期連結累計期間（自　2022年 4月 1日　至　2022年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注３）

 設備工事業
エネルギー

事業
計

売上高        

外部顧客への売上高 149,922 9,897 159,819 3,383 163,202 － 163,202

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 2,789 2,789 △2,789 －

 計 149,922 9,897 159,819 6,172 165,991 △2,789 163,202

セグメント利益 7,234 2,976 10,211 266 10,477 △4,417 6,060

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品販売、賃貸リース、損害保

険代理業等を含んでいる。

２　セグメント利益の調整額△4,417百万円には、セグメント間取引消去128百万円及び報告セグメントに配分し

ていない全社費用△4,546百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない四半期連

結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般管理費である。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

     （単位：百万円）

 報告セグメント

その他 全社・消去 合計
 設備工事業

エネルギー
事業

計

減損損失 － 10,004 10,004 － － 10,004
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第３四半期連結累計期間（自　2021年 4月 1日　至　2021年12月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 設備工事業 エネルギー事業 計

配電線工事 54,746 － 54,746 － 54,746

地中線工事 6,097 － 6,097 － 6,097

屋内線工事 41,771 － 41,771 － 41,771

空調管工事 26,513 － 26,513 － 26,513

通信工事 13,587 － 13,587 － 13,587

エネルギー事業 － 8,715 8,715 － 8,715

その他 － － － 3,358 3,358

顧客との契約から生じる収益 142,716 8,715 151,432 3,358 154,790

その他の収益 － － － 26 26

外部顧客との収益 142,716 8,715 151,432 3,385 154,817

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品販売、賃貸リース、損害保険代

理業等を含んでいる。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2022年 4月 1日　至　2022年12月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 設備工事業 エネルギー事業 計

配電線工事 56,647 － 56,647 － 56,647

地中線工事 6,378 － 6,378 － 6,378

屋内線工事 48,091 － 48,091 － 48,091

空調管工事 24,942 － 24,942 － 24,942

通信工事 13,860 － 13,860 － 13,860

エネルギー事業 － 9,896 9,896 － 9,896

その他 － － － 3,360 3,360

顧客との契約から生じる収益 149,922 9,896 159,818 3,360 163,178

その他の収益 － 1 1 23 24

外部顧客との収益 149,922 9,897 159,819 3,383 163,202

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品販売、賃貸リース、損害保険代

理業等を含んでいる。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年 4月 1日
至　2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年 4月 1日
至　2022年12月31日）

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）（円）
289.13 △345.25

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（百万円）

5,403 △6,453

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益又は親会社株主に帰属する

四半期純損失（△）（百万円）

5,403 △6,453

普通株式の期中平均株式数（千株） 18,689 18,692

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

２【その他】

　第105期（2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで）中間配当については、2022年10月28日開催の取締役会におい

て、2022年 9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。

①　配当金の総額 841百万円

②　１株当たりの金額 45円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2022年11月30日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2023年２月８日

株式会社トーエネック

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩　田　国　良

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 村　井　達　久

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーエ

ネックの2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年10月１日から2022年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーエネック及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 
  

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管している。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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